
議案第６号  

岩見沢地区消防事務組合消防団条例の一部改正について  

 

組合構成団体である月形町の職員等の旅費に関する条例の

一部改正に伴い、岩見沢地区消防事務組合消防団条例の一部

を改正し、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 


